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      令和元年度埼玉県一般会計補正予算（第２号） 

 令和元年度埼玉県一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,501,344千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,896,166,851千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 



第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

7 分 担 金 及 び 負 担 金     2,951,276  174,377  3,125,653  

   2 負 担 金  2,662,649  174,377  2,837,026  
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国 庫 支 出 金 

 

 

 

   159,683,323  2,707,120  162,390,443  

2 国 庫 補 助 金  46,845,230  2,707,120  49,552,350  

13 繰 越 金     500,000  412  500,412  

1 繰 越 金  500,000  412  500,412  

14 諸 収 入     34,105,088  215,435  34,320,523  

4 受 託 事 業 収 入  3,772,579  215,435  3,988,014  

15 県 債     215,985,000  2,404,000  218,389,000  

1 県 債  215,985,000  2,404,000  218,389,000  

歳 入 合 計  1,890,665,507  5,501,344  1,896,166,851  

  



 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

8 土 木 費     115,662,214  5,501,344  121,163,558  

   2 道 路 橋 り ょ う 費  50,665,773  1,352,674  52,018,447  

   3 河 川 費  29,237,460  2,330,070  31,567,530  

   4 都 市 計 画 費  23,778,226  1,818,600  25,596,826  

歳 出 合 計  1,890,665,507  5,501,344  1,896,166,851  

 



 

 

第２表 地方債補正 

 変  更                                                                                                         （単位 千円） 

起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

道 路 事 業   5,934,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後に 

おいては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他 

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合 

により据置期間を

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

6,523,000 

      

 

 

    

 
河 川 事 業   5,278,000 ２  同 上 

  
同 上 

  
同 上 

  
6,272,000 

     

 

砂 防 事 業   468,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

696,000 

     

 

       

  

 

  

 

  

 

     

（  補正前に同じ。） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 



 

 

 

街 路 事 業   1,488,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

2,081,000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 同     上 ） 



 

 

      令和元年度埼玉県一般会計補正予算（第３号） 

 令和元年度埼玉県一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,064,442千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,897,231,293千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 



第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 
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国 庫 支 出 金 

 

 

 

   162,390,443  616,832  163,007,275  

1 国 庫 負 担 金  104,794,513  505,524  105,300,037  

   2 国 庫 補 助 金  49,552,350  111,308  49,663,658  

13 繰 越 金     500,412  447,610  948,022  

1 繰 越 金  500,412  447,610  948,022  

歳 入 合 計  1,896,166,851  1,064,442  1,897,231,293  

 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

6 農 林 水 産 業 費     23,590,768  1,064,442  24,655,210  

   3 畜 産 業 費  1,089,031  1,064,442  2,153,473  

歳 出 合 計  1,896,166,851  1,064,442  1,897,231,293  

 



 

第２表 債務負担行為補正 
 

 追  加                                                    （単位 千円） 

 事 項   期 間   限 度 額  

 豚コレラ緊急対策資金利子補助（令和元年度融資分）   令 和 2 年 度   4,104  

 家畜疾病経営維持資金利子補助（令和元年度融資分）   
令 和 2年 度 か ら 

令 和 8年 度 ま で 
  39,043  
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